
平成 27年 3月 31日時点 
 

都道府県市民後見人育成事業の概要 

 

都道府県名 熊本県 

 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：熊本県高齢者虐待対応専門職チーム 

委託内容：①市民後見体制構築等支援業務、②圏域別事例検討会業務、③

利用促進研修会業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市民後見体制構築等支援（一部委託） 

 ・球磨圏域（1 市、4 町、5 村）において実施予定の広域的な市民後見人

の育成や市民後見人を活用した法人後見の体制整備のため、関係市町村

及び市町村社会福祉協議会職員を参集した会議や、地元専門職との連携

のための事例検討会に職員及び委託により専門職を派遣し、研修やアド

バイス等行う。 

 

２ 圏域別事例検討会の実施（委託） 

 ・県内各圏域において、市町村、地域包括支援センター、社会福祉協議会

の職員を対象とし、市民後見をテーマとした事例検討を行う。 

 

３ 利用促進研修会の実施（一部委託） 

 ・市町村、地域包括支援センター及び社会福祉協議会職員を対象に成年後

見制度の利用促進、市民後見人育成等の必要性を喚起するため研修会を

実施する。 

  テーマ「市町村の連携による広域的な取組み」 

   

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

１ 市民後見体制構築等支援 

  平成26年4月～ 随時実施（会議5回、事例検討会3回程度） 

２ 圏域別事例検討会 

  11月～1月 県内10圏域（7か所）で実施 

３ 利用促進研修会 

  3月3日（火）実施 

 

備      考 

 

 

 


